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受付時間：平日9：00～18：30

全ては依頼者の最大の利益の為に
契約書、債権回収、労務問題、会社法の相談、また、離婚の相談なども幅広く対応します。

法律相談のご予約はこちら！
新規予約専用ダイヤル 0120-100-129

TOP ICS 弁護士紹介

GRACE     SCHEDULE

《第６回》　問題社員対策

※参加希望の方は当事務所までご連絡ください。（７月３０日締切）　皆様のご参加をお待ちしています！

開催日時 平成２６年７月３１日（木）　１８時３０分～２０時３０分
講　　師 茂 木 佑 介
会　　場 当事務所会議室（鹿児島市金生町１－１アルボーレ鹿児島６Ｆ）

定　　員 ７名 参 加 費 無料
参加申込・お問い合わせ先　Tel.０９９－８２２－０７６４
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セミナー開催の
お知らせ

今後のラインアップ

《第７回》平成２６年８月２８日（木） 賃貸用不動産オーナー必見の法律問題

《第８回》平成２６年９月２５日（木） 契約書の作成及びチェックのポイント

《第９回》平成２６年１０月３０日（木） 事業承継

弁護士法人グレイス、弁護士の茂木と

申します。

昨年まで、東京で弁護士として研鑽を

積んでおりましたが、この度、色々な御縁

が重なり、グレイスの一員となりました。

実は、研修時代の約１年を鹿児島で過

ごしておりました。離島巡りが趣味で、当

時も、屋久島や種子島はもちろん、甑島

や喜界島、壱岐や五島列島など、数多く

の離島を巡りました。

東京時代は、日々の業務に追われ、離

島を訪れる機会もありませんでしたが、

鹿児島に戻ってきてからは、仕事の関係

で離島を訪れることもあり（最近も仕事

で奄美大島を数回訪れました。）、充実し

た弁護士ライフを送っております。

良い仕事をした後に、エメラルドグリー

ンの海の前で鶏飯とトロピカルジュース

（本当は黒糖焼酎が飲みたいですが…）

でひと休みというのは、離島が多い鹿児

島ならではの醍醐味です。

当事務所では、家事チームのリーダー

を任されており、皆様の多種多様な家庭

の問題に日々取り組んでおります。

家庭の問題は、様々な「感情」と対峙す

る場面が数多くあります。

そのような場面では、単に法律の知識

を振り回すのではなく、皆様の気持ちに寄

り添った最善の解決策を見つけるべく、ま

ずは皆様の声に真摯に耳を傾けます。

その上で、単に訴訟を提起するだけで

はなく、「交渉力」を武器に、皆様のお悩

みを「迅速に」解決します。

一人の弁護士の前に、一人の人間とし

て皆様から信頼して頂きますよう、「段取

り」と「気配り」を忘れずに本日も業務に

取り組んでおります。

《弁護士ブログ》 法律に関する記事や、弁護士のプライベートでの出来事など
 http://ameblo.jp/kote-law/

《事務局ブログ》 事務員のプライベートでの出来事、事務所の業務風景、雑学など
 http://ameblo.jp/kotegawalaw-stuff/

平成２６年２月より始まりました当事務所セミナーも、おかげさまで第６回を迎
えます。
今後も当事務所の精鋭弁護士たちが講師を担当します！ぜひご参加ください。
第６回セミナーは弁護士茂木が担当です。

「とほほ、経営者をやるのも大変だ・・・」
①　採用前の問題社員
②　職場内での問題社員
③　職場外での問題社員

ブログ 随 時
更 新 中です？

〈当事務所ＨＰからもアクセス可〉

弁護士法人グレイスに「ブログ」があるのはご存知ですか？

ご存知ですか

検 索アメブロ　弁護士法人グレイス

事務員 宮 原 志 乃
姶良市蒲生町

今回は、私の大好きな姶良市蒲生町をご紹介いたします。

お
す
す
め

わ
た
し
の ●入所９か月目。皆様のお役に立てるよう、精進して参ります！

※緊急案件については土日でもご対応
　できる場合があります

蒲生の大クスへは、もう何度もでかけていますが毎回パワーをもらって帰ってきます。
今回ご紹介したスポットは、有名な所ばかりではありますが、武家屋敷などの街並みなど歩いて、散策するのもおすすめです。

日本一の大クス（蒲生八幡神社境内内）

 》 所属
　日本弁護士連合会
　鹿児島県弁護士会（弁護士登録番号：４５０２８）

 》 略歴
　2003年 4月 慶應義塾大学法学部 入学
　2007年 3月 慶應義塾大学法学部 卒業
　2007年 4月 慶應義塾大学大学院法務研究科 入学
　2009年 3月 慶應義塾大学大学院法務研究科 卒業
　2010年 9月 新司法試験 合格
　2010年 11月 最高裁判所司法研修所 入所

 》 職歴
　2011年 12月 東京都新宿区所在の法律事務所 入所
　2013年 11月 東京都新宿区所在の法律事務所 退所
　2014年 1月 弁護士法人グレイス 入所

 》 趣味
　ゴルフ、釣り、ダイビング

弁護士

茂 木　佑 介

※講演内容は変更させて頂く場合がございます。

住吉池

おまけ
樹齢約1,500年、根周り33.5メートル、高さ約30

メートルと日本で一番大きな「楠木」。
真下から楠を見上げたアングルが壮大さをより感じ

ることができ、私の一番のお気に入りです。

住吉池の持ち主をめぐって神様が競争した話やその昔、大蛇が住んでいたなど、さまざまな伝説が残されています。夏季は湖畔でキャンプもできます。（私のおすすめは秋の紅葉シーズンです）

スターランドＡＩＲＡ

プラネタリウムの見れる天体施設です。
私が訪れたこの日は、開館前だったのです

が、これからの梅雨の時期のおでかけス

ポットにいかがでしょうか。

いたるところで紫陽花が
咲き始めていました。
「梅雨」の訪れを
お知らせしてくれて

いるようでした。

●TOPICS 弁護士紹介 弁護士 茂　木　佑　介

●コラム 問題社員対策 弁護士 茂　木　佑　介

●いま注目の企業紹介 有限会社フレッシュミネサキ 代表取締役社長 峯　﨑　美 千 代 様

●グレイス・スケジュール セミナー開催のお知らせ　《第6回》 問題社員対策

●わたしのおすすめ 姶良市蒲生町 事務員 宮　原　志　乃


